
　

酒
税
法　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
六
・
二
四
法
四
五
）
附
則
九
条
（
平
成

二
八
・
六
・
二
三
施
行
）

（
製
造
免
許
等
の
要
件
）

第
一
〇
条
　（
柱
書
略
）

一
―
七
　（
略
）

七
の
二
　
免
許
の
申
請
者
が
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
（
大
正
十
一
年
法
律

第
二
十
号
）
の
規
定
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
一

項
第
四
号
（
同
法
第
二
十
二
条
第
六
号
（
禁
止
行
為
）（
酒
類
の
提
供
に

係
る
部
分
に
限
り
、
同
法
第
三
十
二
条
第
三
項
（
深
夜
に
お
け
る
飲
食

店
営
業
の
規
制
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
係
る
部
分

に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
第
五
十
条
第
一
項
第
五
号
（
同
法
第
二
十
八

条
第
十
二
項
第
五
号
（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
禁
止
区
域
等
）

（
酒
類
の
提
供
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項

（
接
客
従
業
者
に
対
す
る
拘
束
的
行
為
の
規
制
等
）
の
規
定
に
よ
り
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）、
第
五
十

条
第
一
項
第
八
号
（
同
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
六
号
（
店
舗

型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
禁
止
区
域
等
）（
酒
類
の
提
供
に
係
る
部
分

に
限
る
。）に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）若
し
く
は
第
五
十
六
条

（
同
法
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
八
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。）の
規
定
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
（
同
法
第
五

十
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
を
除

く
。）に
よ
り
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百

四
条
（
傷
害
）、
第
二
百
六
条
（
現
場
助
勢
）、
第
二
百
八
条
（
暴
行
）、

第
二
百
八
条
の
二
（
凶
器
準
備
集
合
及
び
結
集
）、
第
二
百
二
十
二
条

（
脅
迫
）
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
（
背
任
）
の
罪
若
し
く
は
暴
力

行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
罪
を

犯
し
た
こ
と
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
ま

で
の
者
で
あ
る
場
合

八
―
十
二
　（
略
）

1


